
非常災害時の図書館の運営（対応）について
災
害
の
種
類

警報などの発令状況 図書館の運営（対応）

地
震

市域で震度5弱以上の地震が発⽣したとき

市の全域にわたって風水害が発生するおそれのあるとき
または図書館もしくはその周辺地域における風水害による被害が特に甚大であると予想さ
れるとき
その他災害により図書館及びその周辺に相当の被害が発生

または発生するおそれがあると予想される場合で館⻑が必要と認めるとき
開館時間前において、「レベル３⼤⾬警報・レベル３氾濫警報・レベル３⼟砂災害警報以
上の警報」・「暴⾵警報」・「暴⾵雪警報」・「暴⾵特別警報」・「暴⾵雪特別警報」の
いずれかが土岐市に発表されており、開館時間中においても継続されることが予想される
とき、又は開館時間中に発表されることが予想されるとき
土岐市が第2次防災体制となったとき

※開館時間中に上記の警報が発表されたときも同様
主催事業の開始2時間前に「レベル３⼤⾬警報・レベル３氾濫警報・レベル３⼟砂災害警
報以上の警報」・「暴⾵警報」・「暴⾵雪警報」・「暴⾵特別警報」・「暴⾵雪特別警
報」のうち1つ以上が土岐市に発表されているとき
※開始2時間前から終了時までに上記の警報が発表されたときも同様

その他災害等のため事業を実施することが適当でないと認められるとき

非常災害時の移動図書館車の巡回について
巡回を中止します

非常災害時の対応の周知について

休館します

状況により主催事業を中止または延期することがあります

上表で図書館が休館となるとき

非常災害等により図書館の休館や主催事業の中止・延期などの緊急情報がある場合は、土岐市及び図書館ホームページや図書館公式X（旧Twitter）でお知らせ
します。機器障害等により土岐市及び図書館ホームページが閲覧できない事態に備え、図書館公式Xのフォローをお願いします。

台
風
・
大
雨
・
そ
の
他
の
災
害

その他災害等のため移動図書館⾞の運営を実施することが適当でないと認められるとき 状況により巡回を中止することがあります


